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農林水産業へ影響を与える新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

１．農林水産関係電話相談窓口の設置について 
新型コロナウイルス感染症の影響による農林水産業経営等に関する相談を受け付けるため電話

相談窓口を設置。 

（１）電話相談窓口 

窓口設置場所 電話番号 担当地域 

農業、林業に関する相談

東部農林振興センター 

（総合振興スタッフ）
0852-32-5644 

松江市、出雲市、安来市、雲南市 

奥出雲町、飯南町 

西部農林振興センター 

（総合振興スタッフ） 
0855-29-5752 

浜田市、大田市、江津市、益田市、川本町 

美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 

隠岐支庁農林局 

（総合振興スタッフ） 
08512-2-9633 

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

水産業に関する相談 

松江水産事務所 

（水産課） 
0852-32-5700 

松江市、出雲市、安来市、雲南市 

奥出雲町、飯南町 

浜田水産事務所 

（水産課） 
0855-29-5632 

浜田市、大田市、江津市、益田市、川本町 

美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 

隠岐支庁水産局 

（水産課） 
08512-2-9667 

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

（２）電話相談窓口の開設時間  ：土日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）電話相談窓口開設期間   ：令和２年３月１３日から当面の間 

（４）相談件数（４月１３日現在）：６件（融資関係：４件、その他：２件） 

２．新型コロナウイルス感染症対策資金（農業者、漁業者向け）の創設について 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業者、漁業者向けに、運転資金を低利で融資

できる制度を創設。 

この資金は、国が発表した農林漁業セーフティネット資金の対象とならない方を含め、県内の

農業者、漁業者の方が広く活用可能。 

【新型コロナウイルス感染症対策資金（融資事業）】

資金使途 運転資金 

融資対象者 
新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農業者・漁業

者 

貸付限度額 年間販売額・年間水揚金額の減少額または減少見込額（1,200万円を限度） 

融資利率 
農業者 年 0.1％（ＪＡしまねの支援により、当初５年間無利子） 

漁業者 年 0.1％ 

取扱期間 令和２年３月１７日から令和２年９月３０日まで 

融資機関 
農業者 ＪＡしまね 

漁業者 島根中央信用金庫、日本海信用金庫 

 【４月１３日現在の利用状況】 

   融資件数：０件（参考：国のセーフティネット資金実績…農業９件、漁業０件） 

令和２年４月１５日 
農林水産商工委員会 
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３．県産品応援デーの設定 
新型コロナウイルス感染症流行の影響により、小中学校の休校による学校給食用の牛乳、野菜

などの需要減、卒業式の休止等による花き需要の減少等、島根県産品の消費減少や生産者の収入

減少が心配される中、令和元年6月「島根県農業産出額100億円増の早期達成に向けた共同宣言」

を契機にともに取り組んでいるＪＡグループと一緒になって、全職員へ県産品の消費拡大を呼び

掛け。 

   JA では、①Aコープ・ラピタ等の地産地消コーナーにチラシ掲示、②全職員にメール通知を、

県庁では、①県庁入口及び食堂でのチラシ掲示、②15時に庁内放送、③全庁職員に掲示板による

周知を実施している。 

（１） 取組内容 

毎週金曜日を「県産品応援デー」に設定し、ＪＡグループ島根職員・島根県職員自ら県産

品の消費拡大に取り組む 

（２） 取組期間 

令和２年３月１３日から当面の間 

【「県産品応援デー」啓発資料】 

“新型コロナに負けるな ”
ＪＡグループ島根職員・島根県職員の県産品応援デー 

～県産品をもりもり食べて生産者を支えていこう～ 

  県産品の消費拡大の日として 
『毎週金曜日を県産品応援デー』に設定 
３月は、１３日、２０日、２７日
４月は、３日、１０日、１７日、２４日 

     ＪＡグループ職員・県職員自ら県産品の消費拡大に取り組みます。 

【取組例】 ・牛乳をもう1本多く使って家族で牛乳料理をもりもり食べる 
・金曜日には花を買ってゆとりのある週末を過ごす 

      ・県産牛肉、野菜、魚を買って家族で鍋を囲みましょう
［参考］ＪＡグループ職員約3,600人、島根県職員 知事部局  約3,200人 

                                                     〃    教育委員会 約2,700人 
                                                     〃    警察    約1,800人 

４．農林水産部所管県有施設の休館について 

４月９日の新型コロナウイルス感染症の県内感染者の発生を受け、下記施設について４月１０日

から当面２週間の休館を決定 

施  設  名 所  在  地 屋内・屋外 

島根県花ふれあい公園 しまね花の郷 島根県出雲市西新町 屋 内 

宍道湖自然館 ゴビウス 島根県出雲市園町 屋 内 

ふるさと森林公園内 森林学習展示館 島根県松江市宍道町佐々布 屋 内 
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森林環境譲与税の使途について 

農林水産部 

［林業課］ 

１．令和元年度の状況 

（１）国からの譲与額 

（２）市町村の使途（令和元年度当初予算） 

実施内容 具体事例 予算額 

【森林整備①】  

・森林経営管理法に基づく再委託

事務及び調査等 

・森林の現地調査、境界確認、

測量 

・森林所有者への意向調査 

86,032 千円

(31.1%)

【森林整備②】 

・間伐･林業専用道の開設・維持等
・間伐等、森林整備の実施 

・林業専用道の開設・維持管理

63,874 千円

(23.1%)

【林業就業者対策】 

・林業事業体就業者の待遇や就労

環境の改善 

・林業事業体の求人活動支援 等 

・林業事業体のＰＲ動画作成、

就業相談会参加費用の助成 

・新規雇用者の研修費用の支援

21,444 千円

(7.8%)

【木材利用】 

・市町村施設での木材利用、木質

バイオマス利用 

・公共施設への地域産木材活用

の推進 

・薪ストーブ設置補助 

13,261 千円

(4.8%)

【市町村の実行体制】 

・専門員・嘱託職員の雇用 

・国や県が開催する研修への市町

村担当職員派遣 

・林業専門職員の配置 

・地域林政アドバイザー経費 

13,075 千円

(4.7%)

【その他】 

・普及啓発事業 

・製材工場の商品開発 等 

・地域産木材製品の品質向上に

向けたJAS認定取得経費助成

・木育に関する事業実施 

18,942 千円

(6.9%)

【基金積立】 ・森林整備や人材育成等の資金

として積み立て 

59,844 千円

(21.6%)

合 計 276,472 千円

（３）県の使途（令和元年度当初予算） 

実施内容 予算額 

【中間支援組織の運営支援（森林経営推進センター）】 

・市町村が設置した「新たな森林管理システム」運営組織に対する

業務支援 

19,230 千円

(27.9%)

【人材育成・担い手対策支援】 

・「意欲と能力のある林業経営者」に育成するため、経営力・技術

力の強化に係る各種の支援 

49,770 千円

(72.1%)

合 計 69,000 千円

※当初予算のため、上記（１）国からの譲与額と一致しない。

区分 市町村 県 合計 

譲与額 276,472 千円 69,120 千円 345,592 千円 

令和２年４月 15 日 

農林水産商工委員会
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２．令和２年度の計画 

（１）国からの譲与額（県試算額） 

（２）県の使途（令和２年度当初予算） 

実施内容 予算額 

【中間支援組織の運営支援（森林経営推進センター）】 

・市町村が設置した「新たな森林管理システム」運営組織に対する

業務支援 

12,000 千円

(11.6%)

【人材育成・担い手対策支援】 

・「意欲と能力のある林業経営者」に育成するため、経営力・技術力

の強化に係る各種の支援 

91,680 千円

(88.4%)

合 計 103,680 千円

３．その他（市町村の譲与税活用を促すための県の取組） 

「林内路網整備事業（Ｒ２新規）」のうち「森林作業道の開設支援」 

【予算額 5,000 千円】 

（内容）県と市町村が協力し、林業事業体による森林作業道の開設を支援 

    対  象：林業事業体 

補 助 率：定額（1,000 円／ｍ） 

           但し、市町村が 1,000 円／ｍの支援を実施することが条件 

区分 市町村 県 合計 

譲与額 587,506 千円 103,680 千円 691,186 千円 

森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金 2,300 億円を活用し、
交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境所与税の譲与額を前倒しで
増額（森林環境税法等を改正）。令和元年度に比べ市町村で約 2.1 倍、県で 1.5 倍となる。 
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